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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

　平成20年11月27日に提出した第９期（自　平成19年９月１日　至　平成20年８月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に訂

正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】

第一部　企業情報

第４　提出会社の状況

３　配当政策

 

３【訂正箇所】

　訂正箇所は＿線で示しております。

 

第一部【企業情報】

第４【提出会社の状況】

３【配当政策】

（訂正前）

　当社は、株主の皆様への利益還元を常に重要課題として考えており、今後ともその認識には変わりはございません。経営環

境の厳しい状態が続いておりますが、当社グループの収益力、競争力を向上させることにより、早急に企業価値を高めていく

よう努力してまいる所存であります。

　そのうえで安定的な利益が計上できるようになった時点で、業績を勘案しつつ利益配分策を検討してまいる所存でありま

す。

　当社の、剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

　なお、当社は取締役会の決議により、毎年２月末日を基準日として会社法第454条第５項の規定による中間配当を行うこと

ができる旨を定款に定めております。

 

（訂正後）

　当社は、株主の皆様への利益還元を常に重要課題として考えており、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うこ

とを基本方針としております。今後ともその認識には変わりはございません。経営環境の厳しい状態が続いておりますが、当

社グループの収益力、競争力を向上させることにより、早急に企業価値を高めていくよう努力してまいる所存であります。

　そのうえで安定的な利益が計上できるようになった時点で、業績を勘案しつつ利益配分策を検討してまいる所存でありま

す。

　当社の、剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

　なお、当社は取締役会の決議により、毎年２月末日を基準日として会社法第454条第５項の規定による中間配当を行うこと

ができる旨を定款に定めております。
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